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【はじめに】 

 当会では、2011年３月 11日に発生した東日本大震災により被災した地域の

中小規模事業者や個人の皆様に対する円滑な資金供給を担う重要な金融機関

であるいわき信用組合に対し、2012 年１月に資本増強支援を行うにあたり、

財源面の支援として金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以下、

「金融機能強化法」という）附則における特定震災特例を活用いたしました。 

  これにより、いわき信用組合が地域の復旧・復興に向けた金融仲介機能を 

発揮するための足掛かりとなり、以後、信用供与の維持・拡大と各種サービス

の提供に全力で取り組んできた結果、金融機能強化法附則第 16 条３項に規定

する「経営が改善した旨の認定」を受けるに至りました。 

 こうした中、いわき信用組合の営業地区におきましては、復旧計画に基づく

社会インフラの整備等は着実に進展している一方で、東日本大震災の原発事故

に伴う風評被害はなお継続しているほか、近年の自然災害による被災も重なり、

地域経済の停滞や市場規模の縮小が懸念される厳しい状況が続いております。 

  このため、いわき信用組合に対しましては、引き続き、直接・間接被害を受

けた地域の皆様に対する円滑な資金供給を通じ、被災者支援・地域復興、地域

経済の活性化に貢献することが求められております。 

  当会といたしましては、信用組合業界の系統中央機関として、いわき信用組

合が今後も地域のために不可欠な金融機関として持続し、地元の事業者、生活

者の方々の資金需要に応じ地域の復興・経済活性化に資すること、また公的資

金の返済に向けて取り組んでいくため、特別経営強化指導計画に基づく指導

を含め、いわき信用組合に対する全面的かつ万全な支援を行ってまいります。 
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１．経営強化指導計画の実施時期 

  いわき信用組合が金融機能強化法附則第 16条第３項の規定に基づき策定す

る特別経営強化計画（以下「経営強化計画」という）の実施期間は 2025年４

月より 2030 年３月までであることから、当会は、同法附則第 16 条第２項の

規定に基づき、2025年４月より 2030年３月までの特別経営強化指導計画（以

下「経営強化指導計画」という）を策定し、いわき信用組合の経営強化計画の

円滑な実施のサポートに努めてまいります。 
  なお、今後、経営強化指導計画に記載された事項につきまして重要な変化が

生じた場合、または生じることが予想される場合には、遅滞なく金融庁に報告

いたします。 
 
２．経営指導方針 

  当会は、金融機能強化法を活用するにあたり、定期的なモニタリング、ヒア

リング及び全国信用組合監査機構（以下「監査機構」という）の監査などによ

る管理・指導及び助言等、経営強化指導計画に掲げた施策を円滑かつ確実に実

施することにより、いわき信用組合の健全な業務運営のもとでの着実な経営

強化計画の履行をサポートするとともに、中小規模事業者への信用供与の円

滑化や地域経済の活性化に向けての取り組み、内部管理態勢等の充実・強化に

ついて、適時・適切に指導してまいります。 
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３．経営指導の内容 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策への指導 

中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化と地域経済の活性化に資す

るため、各種施策の実施状況及び実績の把握に努めるとともに、他信用組合

の成功事例の提供などを通じて、これまで以上に地域の中小規模事業者への

円滑な資金供給や充実した金融サービスの実施が図られるよう指導・助言を

行ってまいります。 

 

（２）被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域

における東日本大震災からの復興に資する方策への指導 

被災者支援および東日本大震災からの地域経済の復興・活性化に向け、い

わき信用組合が掲げる各施策の実施状況および実績、外部機関との連携状況

の把握に努め、実効性のある取り組みが図られるよう指導・助言を行ってま

いります。 
 

（３）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方

策への指導 

本業に関する好事例の情報提供や外部機関との連携強化、販路開拓のため

のビジネスマッチング展の開催やクラウドファンディングを通じた取引先

支援に係るサポートを実施し、更なる地域経済の復興・活性化が図られるよ

う指導・助言を行ってまいります。 

 

（４）経営基盤充実のための方策への指導 

店舗・エリア戦略や営業推進、人材育成にかかるいわき信用組合の取り組

み状況をヒアリングし、多方面からの検証を通じて、経営強化計画の達成に

必要な措置が図られるよう指導・助言を行ってまいります。 

 

 

４．経営指導体制の強化 
当会では、公的資金を活用した資本支援先の事後管理対応の充実化を図る

ため、指導専担部署である信組支援部（支援第二グループ）に加えて、会員

信用組合への運用サポート等に対応する「信用組合サポート本部」を設置

し、更なる体制の充実と、経営指導・支援体制の強化に取り組んでおりま

す。 

指導専担部署では、いわき信用組合の各取り組みについて多方面からの検

証と、経営強化計画の達成に必要な措置を適切に実施するため、信用組合サ

ポート本部、本部各部、いわき信用組合の管轄営業部店および監査機構と連
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携し、いわき信用組合に対するサポートに取り組み、モニタリングやきめ細

かな指導・助言を行ってまいります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５．経営指導のための施策 

（１）経営強化計画の進捗管理 

当会は、いわき信用組合の経営強化計画について、定期的な報告等を通

じて、計画の進捗状況の管理を行うとともに経営状況の把握に努め、計画

の円滑な実施に必要な指導・助言を行ってまいります。 

 

① 経営強化計画の履行状況報告 

いわき信用組合が金融機能強化法第 31条第１項に基づき、３月末、

９月末を基準日として作成する経営強化計画の履行状況報告の提出を受

け、進捗状況の分析、問題点の把握を行い、改善策の検討等を行ってま

いります。 
 

② 経営強化指導計画の履行状況報告 

当会は、金融機能強化法第 31条第１項に基づき、３月末、９月末を

基準日として、経営強化指導計画の履行状況を金融庁へ報告いたしま

す。 
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（２）モニタリング、ヒアリング 

① オフサイト・モニタリング 

当会は、いわき信用組合から定期的（月次、半期）に経営状況やリス

ク管理状況に関する各種データの提出を受け、状況把握に努めるととも

に、当会の各部署や関係機関との連携を図りながら、必要な指導・助言

を行ってまいります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

a．月次モニタリング（有価証券リスク分析) 

月次で保有有価証券の種類別・保有区分別にポートフォリオを把握

し、リスクの状況等について検証するとともに、必要に応じて指導・

助言を行ってまいります。 
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b．半期モニタリング（与信リスク管理、有価証券リスク分析） 

半期毎に大口先や業種別の与信状況を把握し、金額の推移、保全や

ポートフォリオの状況等について検証するほか、有価証券の評価損益

及び感応度（リスク）を把握のうえ、自己資本（健全性）に与える影

響等について検証し、必要に応じて指導・助言を行ってまいります。 
 

c．経営分析資料の提供 

年度末決算状況の分析にあたり、信用組合業界における預金量規模

別や業態別の比較、問題点を取り纏めた資料を提供するとともに、収

益シミュレーション資料の作成、還元を行い、問題認識の共有を図

り、必要に応じて指導・助言を行ってまいります。 
 
 
 
 
 
 

② 協議、ヒアリング 

定量的な経営状況把握（オフサイト・モニタリング）では掴みきれな

い経営上の課題・問題点等を定期的・階層別のヒアリング等の実施によ

り把握し、適切な指導・助言を行うことにより、計画の達成に向けた各

種取り組みをサポートしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

〔分析の内容〕  

  経営基盤分析、資産内容分析、収益性分析、自己資本分析 

     
ヒアリング等の体系図 

 

 強化計画の基本方針 
（いわき信組：理事長等） 
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（営業本部・融資部等） 
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（本部・営業店） 

⇒トップとの協議 
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ａ．トップとの協議 
理事長をはじめとした当会の経営陣による当信用組合の経営陣との

個別面談・協議を通じ、経営強化計画の検証や、基本方針にかかる指

導・助言を適宜実施してまいります。 
 

 

 

 

ｂ．定期ヒアリング 
定期的または随時、当会役員・指導専担部署または、管轄営業部店

によるヒアリングを行い、経営強化計画の推進体制、進捗状況及び経

営状況に関するヒアリングを実施し、現状の把握、問題点の共有化を

行ってまいります。 
また、課題・問題点の改善状況については、以後のヒアリング等に

おいてフォローアップを行ってまいります。 
 

 

 

 

ｃ．所管部署別ヒアリング 
定期ヒアリング時に経営強化計画の主要施策（改善効果・目標の大

きい施策）を担う所管部署別にヒアリングを行い、よりきめ細かな施

策の履行・実効性確保の検証強化を図るとともに、対象範囲が絞られ

たヒアリングの実施により、一層の深度ある検証・指導体制を強化し

てまいります。 
 

 

 

 

ｄ．監査機構監査のフォローアップヒアリング 
監査機構監査の検証結果にかかる対応状況について、ヒアリングを

行い、継続的な状況把握と課題未解消先に対する指導・助言の強化を

行うことで、各種リスクの抑制に努めてまいります。 

 
（３）監査機構による検証・助言 

当会は、いわき信用組合に対し、経営状況を踏まえ、定期的に監査機構

による監査を実施いたします。 
当監査では、被災債権の状況把握を含む資産状況の確認や市場リスク、

内部管理態勢等の検証を通じて、経営改善に係る取組みの実効性向上に向

けた助言を行ってまいります。 
 
 

〔協議対象者〕 理事長（役員） 

〔ヒアリング対象者〕 役員、部長 

〔ヒアリング対象者〕 業務推進部、融資部 
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（４）経営強化計画の実施に必要な措置 

 当会は、いわき信用組合の経営状況や課題・問題点を把握したうえで、

経営強化計画の実施に必要と判断される措置を実施いたします。 
 
① 人的支援の実施 
  いわき信用組合の経営体制の強化を図るため、当会から人的支援（常

務理事の派遣）を実施しております。 
 

 ② 融資推進、債権管理にかかる情報提供 

   いわき信用組合の各種施策の実施をサポートする観点から、他の信用

組合における融資推進や債権管理にかかる取組事例を当信用組合に情報

提供してまいります。 

 
③ 事業再生支援へのサポート 

ヒアリング等を通じ、復興・復旧に向けた資金需要の掘り起こしにか

かる取組状況の把握を行うとともに、いわき信用組合からの相談に応

じ、お取引先の販路開拓等に資するよう、他の信用組合の取組事例等の

提供のほか、他の信用組合とのお取引先にかかる情報交流の仲介等を検

討するなど、事業再生に向けた取り組みを適切にサポートしてまいりま

す。 
 

④ 資金運用サポートの実施 

  いわき信用組合の資金運用をサポートするため、運用方針・計画策定

のほか、個別銘柄の購入・売却等にあたり随時相談に応じてまいりま

す。 

    また、必要に応じて ALMにかかるデータ整備や運営に関する指導・助

言のほか、資金運用にかかるトレーニーの受入等を実施し、リスク管理

体制及び人材育成の強化をサポートしてまいります。 
 

⑤ 内部管理態勢等の充実・強化に向けたサポートの実施 

いわき信用組合の内部管理態勢等の充実・強化に向け、当会の本部各

部および所管営業店が連携し、いわき信用組合の取組をサポートしてま

いります。 
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６．協定銀行が保有する信託受益権等の額及びその内容  

（１）信託受益権の額及び内容 
 項 目 内 容 

１ 信託 いわき信用組合優先出資証券信託受益権 

２ 受益権形態 有価証券等の包括信託契約に基づく受益権 

３ 設定時信託財産 いわき信用組合優先出資証券 200億円 

４ 信託設定時元本 175 億円 

５ 配当の方法 確定配当（非累積） 

６ 配当率 

預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配

当年率としての資金調達コスト 

ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（12 ヶ月物）または８％の

うちいずれか低い方を上限とする。 

７ 信託設定日 2012年 1月 18 日 

８ 受益権譲渡日 2012年 1月 18 日 

９ 信託予定期間 38 年（延長可能） 

10 期限前弁済 

信託有価証券が償還された際は、償還された証券の別

に関わらず信託財産の元本残高割合に応じ、按分で元

本弁済される 

11 議決権行使 

信託財産が保有する優先出資証券の総議決権数のう

ち、総受益権元本に対する残存信託受益権元本の割合

に応じた数とする 

12 譲渡 可 

13 委託者 全国信用協同組合連合会 

14 受託者 三井住友信託銀行 

15 受益者 整理回収機構 

16 信託報酬 委託者負担 

 

（２）算定根拠 

いわき信用組合が十分な自己資本を確保し、震災からの復興需要に十分

応えうる強固な財務基盤の構築を図るため、当会が 200億円の優先出資を

引受け、信託受益権化したうえで、財源面の支援を受けるために 175億円

の信託受益権の買取りを受けたものです。 

 

買取額の算定にあたっては、「金融機能の強化のための特別措置に関す

る法律に関する留意事項について（金融機能強化法ガイドライン）」に基

づき、信託受益権の額のうち 50億円以下の金額に 10分の８を乗じて計算

した金額と当該額のうち 50億円を超える金額に 10分の９を乗じて計算し

た金額との合計額を目安としております。 
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７．当会が保有する信託受益権の額及びその内容  

（１）信託受益権の額及び内容 
 項 目 内 容 

１ 信託 いわき信用組合優先出資証券信託受益権 

２ 受益権形態 有価証券等の包括信託契約に基づく受益権 

３ 設定時信託財産 いわき信用組合優先出資証券 200億円 

４ 信託設定時元本 25 億円 

５ 配当の方法 確定配当（非累積） 

６ 配当率 

預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配

当年率としての資金調達コスト 

ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（12 ヶ月物）または８％のう

ちいずれか低い方を上限とする。 

７ 信託設定日 2012年 1月 18 日 

８ 受益権譲渡日 2012年 1月 18 日 

９ 信託予定期間 38 年（延長可能） 

10 期限前弁済 

信託有価証券が償還された際は、償還された証券の別に

関わらず信託財産の元本残高割合に応じ、按分で元本弁

済される 

11 議決権行使 

信託財産が保有する優先出資証券の総議決権数のうち、

総受益権元本に対する残存信託受益権元本の割合に応

じた数とする 

12 譲渡 不可 

13 委託者 全国信用協同組合連合会 

14 受託者 三井住友信託銀行 

15 受益者 全国信用協同組合連合会 

16 信託報酬 委託者負担 

 
（２）算定根拠 

いわき信用組合が十分な自己資本を確保し、震災からの復興需要に十分

応えうる強固な財務基盤の構築を図るため、当会が 200億円の優先出資を

引受け、信託受益権化したうえで、財源面の支援を受けるために 175億円

の信託受益権の買取りを受け、25億円の信託受益権を当会が保有するもの

です。 

保有額の算定にあたっては、「金融機能の強化のための特別措置に関す

る法律に関する留意事項について（金融機能強化法ガイドライン）」に基

づき、信託受益権の額のうち 50億円以下の金額に 10分の２を乗じて計算

した金額と当該額のうち 50億円を超える金額に 10分の１を乗じて計算し

た金額との合計額を目安としております。 
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以 上

金融機能強化法を活用したスキーム（信託方式）

いわき信用組合 

全国信用協同 

組合連合会 

（全信組連） 
信託 

受益権Ｂ 

25 億円 

信託 
受益権Ａ 

175 億円 

信託銀行 

優先出資の引受け 資本支援 

国 

200 億円 

優先出資の信託 



１．内閣府令附則第 26 条第１号に掲げる書類 

○ 法附則第 16 条第 1項の規定による認定を申請する理由を記載した書面



令和７年 12 月 24 日 

内 閣 総 理 大 臣 

高 市 早 苗 殿 

福島県いわき市小名浜花畑町２番地の５ 

いわき信用組合 

理事長 金 成  茂 

東京都中央区京橋一丁目９番５号 

全国信用協同組合連合会 

理事長 北 村  信 

経営が改善した旨の認定の申請について【理由書】 

いわき信用組合および全国信用協同組合連合会は、金融機能の強化のための

特別措置に関する法律（平成 16 年法律第 128 号、以下、「法」という。）附則

第 16 条の規定に基づき、経営が改善した旨の認定を受けるため、次の通り申請

いたします。 

１．申請の理由 

いわき信用組合は、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災による地

震と津波、その後の原発事故により、営業地域および取引先に深刻な影響を受

けておりました。 

こうした状況を踏まえ、中小規模事業者に対する金融仲介機能のより一層

の発揮を通じ、引き続き地域復興への貢献を図るべく、法附則第 11 条に規定

する特定震災特例協同組織金融機関として、平成 24 年１月 18 日に法第 26 条

に基づく信託受益権の買取りを受け、自己資本の充実を図りました。 

その後、地域の復興の着実な進捗に伴い、法附則第 16 条３項に定める経営

が改善した旨の認定を受ける要件が充足できると判断されたことから、本件

申請するものです。 

２．財務の状況を判定する基準日 

令和７年３月 31 日 



３．認定基準に係る財務の状況 

  資産の額（Ａ） 244,443 百万円 

負債の額（Ｂ） 224,368 百万円 

優先出資の額（Ｃ）  20,000 百万円 

Ａ－（Ｂ＋Ｃ） 75 百万円 

以 上 
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